
 

災害時等における検査・登録関係の申請等のお願い 

中部運輸局では、運輸支局・自動車検査登録事務所が所在する地域に、自

治体による避難指示等が発令された時は、災害警報レベルによって業務の中

断・中止等を以下の【業務継続の可否】のとおり定めております。 

業務を中断・中止する場合には、来庁者の皆様の安全を最優先に対応する

ため申請書類のお返し等をして避難して頂くことになりますので、気象庁、

自治体等の情報を参考にしていただき、事前に災害等の発生が予測できる場

合には、お急ぎでない申請等については、後日への申請に切り替える等のご

協力・ご理解をお願い申し上げます。 

なお、実際に業務を中断・中止する場合には、予め中部運輸局ホームペー

ジにおいて、その検討をすることを事前にお知らせするとともに、中断・中

止を決定した際にもできる限り早急にその旨をお知らせいたします。 

また、業務を中断・中止した際には、自動車検査証の有効期間を伸長する

ことも検討し、決定した際には、中部運輸局等のホームページにおいてお知

らせいたします。 

 

【業務継続の可否】 

警戒レベル５ 緊急安全確保  

→ 業務を中断・中止する 

 

警戒レベル４ 避難指示    

→ 業務を中断・中止する 

 

警戒レベル３ 高齢者等避難(注１)  

→ 業務を継続・実施する 
（注１）高齢者等避難であっても危険と 

判断した場合は、業務を中断・中止する 

 中部運輸局岐阜運輸支局 


